
歳児 満３～５歳児 ３～５歳児 満３歳児 

要件 
なし 

（右記以外の方） 
保育が必要な理由に該当 

保育が必要な理由に該当 
かつ市民税非課税世帯 

必要な認定 １号認定 １号認定＋新２号認定 １号認定＋新３号認定 

① 保育料 無料 

② 預かり保育 対象外 
月あたり利用日数×450
円を上限(ただし月額上限
11,300 円)として支給 

月あたり利用日数×450
円を上限(ただし月額上限
16,300 円)として支給 

③ 給食材料費 
認定こども園に支払い 

※ ただし，下記③⑴の対象者は副食材料費の支払免除 

④ 
無償化のため

の手続き 不要 お住まいの市町村への認定申請が必要 

① 保育料について 

認定こども園(幼稚園部分)に通われる方全員の教育標準時間の保育料が無料となります。 

② 預かり保育について 

⑴ 対象者 
    ３～５歳児：保育が必要な理由に該当する方別紙参照 
    満３歳児  ：保育が必要な理由に該当する方別紙参照で，かつ市民税非課税世帯の方 

⑵ 対象経費 

    預かり保育の利用料 

⑶ 支給上限額 

    ３～５歳児：月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 11,300 円） 
    満３歳児  ：月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 16,300 円） 

⑷ 支給方法 

各園が定める利用料をいったん園にお支払いいただいた後，各園からの報告をもとに京都市から
無償化に係る給付費が保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。（給付費の支給は，概ね四半

期ごとの予定です。例：10 月～12 月分の利用料に係る給付費は，3 月頃に振り込まれます。） 

⑸ 認可外保育施設等との併用 

通われている認定こども園が以下のいずれかの要件に当てはまる場合，預かり保育の支給上限額

から預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として，併用して利用される認
可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。 

○ 通常の教育期間(夏休み等の長期休業期間以外)における平日の開園時間(教育時間と預か
り保育実施時間の合計)が８時間未満 

○ 預かり保育実施日を含む年間開園日数が２００日未満 

※ 認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となるか否かは，各園に御確認ください。 

※ 併用できる施設・事業：認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)，一時預かり事業， 

病児保育事業，ファミリーサポート事業 



 

③ 給食材料費について 

満３～５歳児：認定こども園に支払い 

※ ただし，下記⑴の対象者は，給食材料費のうち副食材料費(おかず等の材料費)の支払免除 

※ 各園にお支払いいただく金額は，実際に給食の提供に要した材料費を勘案して，各園が定めま

す。各園の給食材料費の金額は，各園に御確認ください。 

※ 給食を提供していない園(主食のみ現物持参の園)もあります。 

  ＜満３～５歳児の副食材料費の支払免除制度＞ 

⑴ 対象者 
・ 年収３６０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 77,101 円未満)の世帯 
・ 小学校３年生以下のきょうだいから数えて３人目以降 

※ 免除対象者には，園を通じて京都市からお知らせを送付します。 

⑵ 免除方法 

給食材料費のうち，副食材料費(おかず等の材料費)の園への支払いが免除されます。 

④ 無償化のための手続きについて 

預かり保育の無償化の給付を受けるためには，「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必
要があります。 

京都市にお住まいの方は，手続きに必要な認定申請書等を京都市のホームページからプリントアウ
ト，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取っていただき，必要事項を記入のうえ，京都市
幼児教育・保育事務集中室に郵送，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。 

＜認定区分ごとの必要書類＞ 

認定区分 必要書類 

新２号認定 
新３号認定 

①子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 
②保育が必要な理由書 
③保育が必要な理由の添付書類 

 

 

 


